
大規模非公開会社 2019年修正前 修正後 

(2019年7月1日）

連結収益 2,500万豪ドル以上 5,000万豪ドル以上

連結総資産 1,250万豪ドル以上 2,500万豪ドル以上

会計年度終了時点での従業員数 50名以上 100名以上
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「大規模」非公開会社の財務報告基準の変更

オーストラリア政府は2018年11月、中小規模企業に対する財務報告の負担を軽減するため、2019年7月1日以降「大規模」非公開会

社の財務報告に関する金額基準を引き上げることを発表しました。

「2019年会社修正（非公開会社の金額基準）規則（Corporations Amendment (Proprietary Company Thresholds) Regulations 2019）」 

（以下、「規則」）の目的は、非公開会社がその会計年度に「大規模」または「小規模」の非公開会社いずれに該当するかを決定するた

めの金額基準を引き上げることにあります。

2019年7月1日に開始されるこの規則は、2019年7月1日以降に開始する会計年度について適用されます。 例えば、12月決算の会社

は2020年12月末期、3月決算の会社は2021年3月末期より適用されます。

同規則では、会計年度に会社が「大規模」または「小規模」 の非公開会社のいずれに該当するかを決定するための既存の基準を倍に引き

上げる、新しい規則を規定しています。

新しい基準の下で、会社が以下の基準のうち最低でも2つを満たす場合、その会計年度において大規模非公開会社に該当します。

•• 会社およびその会社が支配する事業体の会計年度の連結収益が5,000万豪ドル以上

•• 会社およびその会社が支配する事業体の会計年度の終了時点での連結総資産が2,500万豪ドル以上

•• 会社およびその会社が支配する事業体の会計年度の終了時点での従業員数が100名以上 

「大規模」非公開会社の財務報告基準の変更



同様に、会社が以下のうち最低でも2つを満たす場合、その会計年度において小規模非公開会社に該当します。 

•• 会社およびその会社が支配する事業体の会計年度の連結収益が5,000万豪ドル未満 

•• 会社およびその会社が支配する事業体の会計年度の終了時点での連結総資産が2,500万豪ドル未満 

•• 会社とその会社が支配する事業体の会計年度の終了時点での従業員数が100名未満 

同規則では、「2001年会社規則（The Corporations Regulations 2001）」に新しい経過規定を盛り込み、非公開会社の金額基準引き上

げが2019年7月1日以降に開始する会計年度について適用されることを規定しています。この経過規定は、6月決算以外の会社も含

めすべての会社が2019/20年の会計年度以降この修正された金額基準を適用できるよう定められています。

この規則の下では、大規模非公開会社は年次財務報告、取締役報告書、および監査報告書のASIC（オーストラリア証券投資委員

会）への提出が義務づけられており、それに加えて今後内部告発ポリシーの整備および運用が義務づけられる予定です。(*) 

外国企業に支配されていない小規模非公開会社は、一般的に十分な財務記録の保持が義務づけられており、ASIC、または5%以上

の株主からの指示があった場合のみ、財務諸表の提出または財務諸表の監査が義務づけられています。一方、外国企業が支配す

る小規模事業体（ただし、大規模グループ会社の一員ではない事業体）は、通常監査済財務諸表の作成および提出が（外国企業に

支配されているため）義務づけられていますが、監査の免除が受けられる場合があります。

なお、これまで修正前の要件で大規模非公開会社に該当し、監査済財務報告書の提出が求められていた会社が上記会計年度から

小規模非公開会社に移行することにより監査免除の対象となる場合、ASIC当局に監査免除の手続を行うことが必要となります。ま

た、単体では小規模非公開会社に分類されても、オーストラリアに存在する他のグループ会社を含めると大規模非公開会社とみなさ

れ、当該監査免除の対象外となる可能性があります。

*現時点ではASIC当局から内部告発ポリシーに関する要件が明確化されておらず、当局のウェブサイトによると2020年1月1日までは

導入しないとされています。

当法人の財務報告チームは、ASICの財務報告要件、および関連のASIC規則に基づく監査免除の申請（適用可能な場合）に関して、

企業を支援することが可能です。ご質問、お問い合わせは担当者までお気軽にご連絡ください。

本会計アップデートは一般的な情報を提供する目的で作成されており、法的助言を行うものではありません。本稿の内容に関連する事項については、正式な法的助言を別途

受けた上で判断される必要があります。
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